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事業者の運営主体

　

事業者の名称：

　

株式会社ゴージーファーマシー

　

事業者の所在地：横浜市南区万世町２－３８－１

　　

事業者の電話番号・ＦＡＸ：

　

ＴＥＬ

　

０４５‐２３２‐８５９３

　　

ＦＡＸ ０４５－３３４－７５８９

　

代表者氏名：高橋

　

一成

施設の概要

種別・名称：保育所／やすらぎ保育園

所在地：横浜市南区万世町２‐３８‐１６

　　

電話番号・ＦＡＸ＝

　

ＴＥＬ

　

０４５‐２５１‐１０２７・０４５‐２３１‐３３５２

　　　　

ＦＡＸ ０４５‐３１５‐５１８８

　

施設長名：大山

　

直人

　

開設年月日：平成２４年４月１日

　

取扱う保育事業＝延長保育・一時保育

　

事業所番号：１４１００５１０１３９６９

職員体制

施設長 １人

保育士 １８人

調理員（栄養士除く） １人

栄養士 ３人

事務員 ３人

看護師 １人

その他（保育補助） ２人

賠償責任保険の加入状況

保険の種類

　

：

　

幼稚園・保育園賠償責任保険

保険の内容

　

：

　

ホイクエン

　

施設所有管理者・生産物

保険金額

　　　

＝

　

１名につき３０，０００千口・１事故につき３０，０００千口・１事故財物

業務の質の評価について

保育所の自己評価 実施方法＝ 保育士等の自己評価と家族アンケートに基づき、

　　　　

年１回自己評価を実施

公表方法：園内掲示

外部評価 実施方法：日本コンサルティング㈱を受審

実施回数：５年に１回 （令和３年度実施）

公表先

　

：横浜市ホームページ

２



施設・設備の概要

敷地面積 １３９．６３ｎｆ

園舎 構造 鉄構造・耐火

延床面積（壁芯） ３０７．５８計

施設設備の数

と面積

乳児室 （壁芯） ２ ５１．５３話

保育室（壁芯） ４ １２９．６４ボ

調理室（壁芯） ｌ １１．４４請

調乳室 （壁芯） ｌ １・３６話

幼児用トイレ（壁芯） ４ ２２．９８話

医務室（壁芯） ｌ ２．６９話

事務室（壁芯） ｌ ５，０７

その他 ８２，８７

設備の種類 床暖房 （１階）・冷暖房

屋外遊技場 （園庭） ９１．１１話

園舎内図
・１階

事務室 １歳児

　

保育室 ０歳児

　

保育室 トイ レ

麦
しユ
場

シャワー

玄関 調乳室 給食室
階段

２階

３ 歳 児

　

保 育 室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トィし

　　　　　　　　　　　　　　　

２ 歳 児

　

保 育 室

手
洗
い

エ レベ ー タ

　　

階 段

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医 務

３階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トイレ

５歳児 保育室

　　　　　　　

４歳児

　

保育室

　　　　

議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し、

エ レ ベ ー タ

　　

階 段

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トイ レ

・令和７年度に向けて、 増築工事計画しております。 給食室停止期間中は、 外注のお弁当を用意致し

ます。 詳細は、 決まり次第お知らせ致します。

３



※基本理念※

やすらぎ保育園では、

子どもたち一人ひとりの 「個性」 と 「成長」 を温かく見守り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

／や す ら ぎソ のぁる温かぃ家庭的な環境の中で

　　　　

１

健やかな成長を育みます。

慕保育方針※

子 どもの 『食・遊・眠・ふれあい』 をは ぐくむ

子どもの健やかな成長にとって大切なことをサポートし、 大人のリズムに子どもを
合わせるのではなく、 子どもにとって望ましい生活ができるように心掛けます。 また、
子ども一人ひとりの人権と主体性を尊重し、 日常生活の中で子どもが自分自身でできる
ことを認めることで、 自立に向けた成長の過程を大切にしながら保育をしていきます。
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１． 心身ともに健康な子ども 　　　　　　

　

　

　　

　
／
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．
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Ｌ
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」

　　

　

　

２． 自分を大切にし、 友達も大切にする子ども

３． 自分の思いを表現できる子ども

４． 社会とのつながりに喜びを感じる子ども

安全を配慮した

　

滝三－

身体と五感を使った豊かな

　

た誓え／

基本的生活リズムを整えるための

　

み÷キノ／

子どもたちが自分を好きと思える心の土台づくりの

　

三 成 老い一／

４



ク ラ ス 編 成 ※

　

対象年齢 生後５７日照～５歳児（就学前） 定員 粘名

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

クラス名 ふたば おひさま ひかり ねいろ そよかぜ あおぞら

定員 ３名 １１名 １２名 １４名 １４名 １４名

※保育計画【年間１ ※

ク

　　　　

ラ

　　　　

ス 保

　

育

　

計

　

画

０

　

歳児

　

ふた ば組 ひとりひとりの生活リズムや欲求に応え、 安定した生活ができるようにする。

１ 歳児

　

おひさま組 保育者との安定した関係の中で周囲や友だちへの関心をひろげる。

２

　

歳児

　

ひかり組 保育者と安定した関わりを持ち自分の思いを伝えるやり取りができるようにする。

３

　

歳 児

　

ね い ろ 組 保育者や友だちと遊ぶ事を楽しみながら人との関わりを深めていく。

４ 歳児

　

そよかぜ組 集団生活の決まりがわかり、 友だちと楽しく遊ぶ。 何事にも挑戦する意欲を持つ。

５ 歳児

　

あおぞら組 意欲的に遊びや生活に取り組むとともに、 主体的に行動し充実感を味わう。

友だちとの関わりを通して、 社会生活における ・要な態度を身に付ける

年

　　

間

　　

行

　　

事 ４月－・入園進級式

　

５月－・懇談会／保育参加

　

６月－・内科検診／歯科検診／プール開き／保育参加

７月…七夕会／すいか割り

　

８月…プール納め／夏祭り

　

９月－・引き取り訓練

１０月…運動会／芋掘り （あおぞら組のみ）／ハロウィン

　

１１月－・内科検診／歯科健診

１２月．‐発表会／クリスマス会

　

１月－・個人面談 （１月， ２月１３：００～１６：００）

２月－・節分会／お別れ遠足 （あおぞら組のみ）

　

３月－・ひな祭り／お別れ会／卒園式

※５月～６月の保育参加は、 幼児クラスのみです。 保護者の方は午前中、 保育に参加していただき昼食

後、 お子様と一緒に降園となります。 今後の社会情勢により変更となる行事もございます。

慕保育時間※
短

　

時

　

間 標

　

準

　

時

　

間

朝延長 （平日）

　

７：００～８：３０

（土曜日） ７：００～７：３０

７：００ ～ ７ ： ３０

利用できる

保育時間

（平日）

　

８：３０～１６：３０

（土曜日） ７：３０～１５：３０

７：３０～１８：３０

夕延長 （平日） １６：３０～１９：３０

（土曜日） １５：３０～１９：００

（平日） １８：３０～１９：３０

（土曜日） １８：３０～１９：００

※時間延長保育をご希望の方は、 やすらぎ保育園ホームページにて事前に園にお申し込みが必要です。

※短時間利用の方は、 標準時間帯の利用時も延長サービスの利用となります。

※利用時間の認定変更はお住いの区のこども家庭支援課に直接お申し出ください。

※日曜．祝日．年末年始 （１２／２９～１／３） は休園致します。

その他特別な事情により園長が定めた日も休園になることがございます。

　

また行事前など短縮保育の協力をお願いする場合がございますので、 ご理解ご協力をお願い致します。



※慣らし保育について糸
１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １５日

（月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金） （月）

ふたぱ組

　

９：００

１０：３０

（給食なし）

９：００

１１：００
（給食なし）

　

９：００

１１：４５

（給食あり）

　

８：３０

　

１５：００

（朝おやつ・午睡あの

８：３０

１６：３０
（午後おやつあり）

おひさま組
ひかり組

９：１５～１０：４５

（給食なし）
９：１５^）１１：４５

（給食あり）

　　　　　

８：３０^－１６：３０

（朝おやつ・午睡・午後おやつあり）

幼児クラス
９：００^‐１１：００

　　　　　　　　　　　

９：００^ｖ１２：００

（給食なし）

　　　　　　　　

（給食あり）

　　

８：３０^－１６：３０

（午睡・午後おやつあり）

☆

　

新入園児を対象に上記の日程で２週間ほど慣らし保育の期間を設けます。 お子様の心身ともに負担

　

がなく、 安心して園生活が送られるよう、 ご協力をよろしくお願い致します。

　　

１６日（火）～ 認定された保育時間内

　　　

※４／２２（月）より、 土曜・延長ご利用いただけます。
尚、 慣らし保育の期間のことで支障がある場合は園へご相談ください。

※諸費につ”℃慕
☆

　

下記の諸費を集金袋に入れてお納めください。（その都度、 お渡し致します。）

　　

＊主食代・副食代（３歳児以上

　

毎月主食代１５００円

　

副食代４５００円 階層減税あり）（２歳児以下の

　

方は、 保育料に含まれます。）支払い期日は、 当月の１０日です。

　　

＊給食費の日割りは行っておりません。

☆

　

遠足代

　

＊親子遠足代 （交通費・入館料等実費） １５００円～３０００円程度

　

＊卒園遠足代 （交通費・入館料等実費）

　

１５００円程度

☆ 集金袋のおねがい

　

＊－年間使用し、園で保管します。年度末に各ご家庭に領収書としてお返し致しますので、なくさぬ

　

よう大切にご使用ください。

　

＊期日をお守りください。

　

＊保護者から直接職員にお渡しください。

　　

※お子様のバックに入れたままでの紛失などを防ぐためにお願い致します。

６



※時間延長料金について※
☆

　

時間延長サー ビス （７：００ ～ ７ ：３０及び１８：３０～１９：３０） をご利用の場合は、 別途保育

　

料がかかります。（短時間利用の方は標準時間帯の利用時も延長サービスの利用となります。）

☆

　

ひと月毎の申請となります。残業等が見込まれる方は事前に、残業時間も見込んで保育園に申請をし

　

てください。 利用時間が変更になった場合は変更申込書が必要です。

◆

　

利用条件…通勤・勤務時間などのご都合により、 時間延長保育にかかる場合

◆

　

利用方法…事前申込制＝ やすらぎ保育園ホームページございます。

　　　　　　　　

※時間延長保育の利用が予想される場合は、 事前に申請が必要となります。

　　　　　　　　　

また、 申請が無く、 時間延長保育の利用をする場合は １０

　

日以内であれば ８５０ 円

　　　　　　　　　

（階層・多子減税あり）、１１日以上は１７００円 （階層・多子減税あり） を翌月初に

　　　　　　　　

ご請求致します。

◆

　

事前申込締め切り…前月１５日 （その後申込は園長と相談となります。）

◆

　

支払い締め切り … 翌月１０日：翌月初に専用の集金袋にてご請求致します。

◆

　

保育料金について（基本、 標準時間利用の方対象。 短時間利用の方はご相談下さい）

延長区分 時間帯

　　　　　

料 金

（３０分毎：一か月利用／１０日以内）

階層

減免

多子

減免

朝延長 ７：００^ 〕 ７：３０
＠１，７００円／＠８５０円 有 有

夜延長 １８：３０（）１９：３０

「１０日間以内利用」の申込…基本的には変則勤務等により、 あらかじめ利用日が決まっている方が

対象となります。

※短時間利用の方も３０分単位の料金は同様です。

※交通機関の遅延など、 予測できない場合も延長料金が発生いたします

◆

　

間食 （補食） 夕食代について

時間 補食・夕食

　　　　

料 金

（一か月利用／１０日以内）

階層

減免

多子

減免

１８：３０（｝１９：３０ 補食 ２，５６０円／１，２８０円

有 無

１９：００以降 夕食 ７，７００円／３，８５０円

＊事前に半月利用の申し込みをしていたが、１１日以上利用した場合、 一か月利用の料金を頂きます。

逆に一カ月利用の申し込みをしていたが１０日以内の

利用であった場合は半月利用の料金を頂きます。 階層．多子減免

＊突発的な延長で１８：３０を過ぎた場合、 補食を食べてお待

　　　　　

ＡＢ 階層．第二子…５０％減免

ちしております。 ひと月の食べた回数で、 上記の料金を

　　　　　

第二子かつＡＢ階層…７５％減免

請 求 さ せ て い た だ き ま す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 三 子 …１００％ 減 免

７
ｆ



※閉園時間後の保育について※
☆

　

開園時間内での送迎が原則です。万が一、時間外の送迎となった場合は、下表の通り超過料金として

　

ご請求させて頂きます。尚、開園時間外の保育を受け入れる訳ではありません。お仕事で大変かと思

　

いますが、お子様と保護者様の安全面、親子でのコミュニケーションの時間等、様々な点から設定し

　

た開園時間です。 必ずお守りください。

最初の１０分間 （最初の１０分超）１０分毎に
階層

減免

多子

減免

５００円 ３００円 無 無

慕土曜保育について※
☆

　

ひと月毎の申請となります。 お仕事等で利用することが見込まれる場合も必要です。

◆

　

利用条件… 通勤・勤務時間などのご都合により、 土曜日保育が必要な場合

◆

　

利用方法… 事前申込制：やすらぎ保育園ホームページございます。

　

土曜日勤務証明書 （雇用主やシフト管理者等記入） を年に１回、 または、 変更時に提出ください。

◆

　

申込締め切り … 前月１５日 （初めての申込は園長と相談となります。）

－

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　

ー

　　　　　　

　

′
′
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
、

ー■ー■■■■■ー■■■ーーーーーーーーーーーーーーーー■■■ー■■■ーーーーーーーーー■ーー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
．

延長保育・土曜日保育のご利用は、 保護者様の就労・通勤・通学・介護等で保育が必要と

　

ｉ

することが条件となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＝

買い物や、 習い事・ご兄弟の用事等は利用要件となりませんので、 ご注意ください。

　　

＝

認定された保育時間は、 最大で利用 できる時間です。

　　　　　　　　　　　

＝

お仕事等が終わりましたら、 買い物等せずに先に保育園にお子様を迎えに来てください。 ＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

ー－－－－－－■■－－■■－－－－－－－－■■－－■■■－－－■－■■－■■■■■■－■■－′
′

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一 一 一 ・ 一 一 一 ・

保護者様のお仕事がお休みの日は、 お子様とゆっくり関わる絶好のチャンス！

　

！

大人も週６日の勤務だと、 身体も心も少々疲れたりしますよね。

子どもも同様です。日頃、子ども達も保育園の集団の中で、 楽しみながらもとても頑張

っています。お仕事がお休みの日は保護者様もリフレッシュしたいと思いますが、是非、

お子様と楽しめることでも、ゆったりするでも良いので一緒に過ごしていただければと

思います。子ども達が保育園生活を安定して過ごせるためにも、ご協力お願い致します。

＼
十
－
－

１
・－

１
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１
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慕通園にあだっての留意事項慕
☆

　

送迎は、 保護者（高校生以上） が責任をもって行ってください。持ち帰り忘れた荷物なども、 保護者

　

の方が行ってください。

☆

　

９：００までに登園してください。

☆

　

当日の遅刻、 欠席の連絡は、 ７：３０～９：００までに 「連絡帳」 を入力しお知らせください。

　

９：００以降は電話で連絡帳の提出がないご家庭は、 保育園から電話で確認させていただきます。 連

　

絡がつかない場合は、 置き去り事故防止等の観点から、 お仕事先に連絡をさせていただきます。

　

週末お休みをする場合は、 シーツやカラー帽子など取りに来られる時間も、 入力ください。

☆

　

事前に欠席や遅刻が確定している場合は、 連絡帳を入力し、 送迎の際に職員にお知らせくださ

　　

いｏ

☆

　

各クラスの給食提供時間を過ぎてからの登園は給食の提供が出来かねます。

☆

　

３７，庁Ｃ以上の熱や幅吐・下痢などの病気にかかっている場合は、 登園できません。

　

毎朝、 お家で熱を測り連絡帳に記入してください。 登園時にも、 検温させていただきます。

☆

　

お子様に体調の変化がある場合 （発熱・下痢・嘘吐・怪我等） や内服している場合は看護師または

　

保育士に必ず直接お声掛け下さい。

連絡帳は必要事項をご記入の上、 毎日お送りください。

乳児ヰお迎えする方・連絡欄・朝の体温・夕食時刻、 内容・朝食時刻、 内容・機嫌

　　　　　

ｔ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

※乳児の連絡帳は、 食事や睡眠などの一日を把握し、 ご家庭と連携を取りながら保育を

するためにとても大切です。 連絡欄には、 ご家庭での様子や相談ごとなどご記入〈ださ

　　　

幼児今お迎えする方・連絡欄・朝の体温

☆

　

お迎えを保護者（基本送迎者）以外に頼む時には、その都度必ず連絡帳に記入をし、 口頭でもお伝え

　

ください。（送迎者の名前、 連絡先、 送迎時間、 写真）

　

送迎者の変更は事前にご連絡がない場合は、 事故防止の観点から確認が取れるまでお子様を引き渡

　

すことができませんので、 ご了承ください。

☆

　

お迎え時間やお迎えに来る方の変更は、 保育園に電話をしてください。

☆

　

１２：００～１４：４５は、 お昼寝の時間となりますので、 その時間にお迎えに来る場合は、 エレベーター

　

前のイ ンターフォンを押 し、 クラスとお子様のお名前を伝えてください。 その後は、１階の自動 ドア

　

前でお待ちください。 お子様の帰る支度に時間がかかる場合があります。

☆ 保育園Ｎｍには・安全のためセキーリティ 』ンクがかけ 耐 ますｏ

　　　

震 偽

　

送迎の際や御用の際には、 ＩＦイ ン タ ー ホ ンを 押 してく だ さ い。

　　　　　　　　　　　

ｖ

　　　　　　　　　　　 　　
ようお願い致します。

☆

　

連絡帳には保育園からの連絡事項も書く場合がありますので、 必ず降園後は目を通してください。

☆

　

駐車場はございませんので車での送迎は原則ご遠慮ください。

　

園の前はバス停で、駐車をすると近隣の迷惑となりますので、駐車の際は近隣のパ一キングをご利用

　

頂きます様ご協力ください。

９



☆

　

自転車での送迎の場合は、保育園専用の駐輪スペースをご利用ください。また、お子様を乗せる際に

　

は安全の為ヘルメットを着用し、 転倒にご注意ください。 歩道での駐輪は近隣の方の迷惑になるた

　

め、 見かけた際は、 移動させていただく場合もございます。

　

長時間の駐輪は近隣の迷惑となりますので、 ご遠慮ください。

☆

　

事故防止の為、 お子様の自転車、 キックボード等での通園はご遠慮ください。

☆

　

ベビーカー置き場に限りがございますので利用は、 ふたば組、 おひさま組となります。

☆

　

お帰りの際に、 お子様が一人で道路に飛び出すこともありますので、 十分にご注意ください。

☆

　

保育に必要のないもの （食べ物・おもちゃ・お金など） は、 お子様に持たせないでください。

☆

　

受け入れは、玄関で行います。受け入れの際は、お子様の検温と体調について、お迎え時間の確認を

　

させていただきます。

☆

　

お迎えの際、使っていた玩具を片付けたり帰りの身支度をお子様自身で行うため、時間に余裕をもっ

　

てお越しください。 延長料金の切り替わる時間帯は、 特にお気を付けください。

☆

　

日頃の保育状況や、保育日程については、園だよりやクラスだより、または各クラスボードにてお知

　

らせ致しますので、 必ず目を通してください。

☆

　

登園中のケガにつきましては、 ご家庭での対応をお願いいたします。

☆

　

保育は保護者様と共に子どもを育てる営みです。子どもの２４時間の生活を視野に入れて保護者の気

　

持ちに寄り添いながら家庭との連携を密に保育を行います。

　

心配なことわからないことはいつでも職員にお尋ねください。

※その他・以下の場合にも保育園および南区こども家庭支援課への届け出が必要です。

＊

　

勤務先の変更

　　　

＊

　

利用時間の変更

　　

＊ 転居

　　

＊

　

退園される場合

＊

　

産休・育休を取得される場合

　　

＊

　

出産等で世帯に変更があった場合

　

等

近 隣 の 緊 急 連 絡 先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□

南警察署：

　

０４５‐７４２‐０１１０

　　　

南消防署： ０４５‐２５３‐０１１９

南区子ども家庭支援課：

　

０４５－３４１－１１４９

　　　　　

中央児童相談所： ０４５－２６０－６５１０
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慕霊園を控える目安※

　

保育園では、 病児保育を行っておりません。 お子様の体調不良が見られましたら、 お子様の休養と

他児への感染拡大を防ぐために、 保育園をお休みしていただきます。

　　

「保育所における感染症対策ガイドライン」 を基にした、 登園を控える目安は下記となります。

●

　

発熱

　

・２４ 時間以内に３８，びＣ以上の熱が出た場合や、 又は解熱剤を使用している場合。

　

・普段より熱が高めであったり、元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく朝食・水分が摂れていないなど全

　

身状態が不良である場合。

　

　

　

　

．夜間 しばしば咳のために起きる、 ゼイゼイ音、 ヒューヒュー音や呼吸困難がある、 呼吸が速い、 少し

　

動いただけで咳が出るなどの症状がみられる場合。

　

　

　　

　

・２４ 時間以内に複数回の幅吐がある、唖吐と同時に体温がいつもより高いなどの症状がみられる場合。

　

・食欲がなく、水分も欲しがらない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐったりしているなどの症状

　

がみられる場合。

・

　

下痢

　

． ２４ 時間以内に複数回の水様便がある、食事や水分を摂るとその刺激で下痢をする、下痢と同時に体

　

温がいつもより高いなどの症状がみられる場合。

　

・ 朝に排尿がない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐったりしているなどの症状がみられる場合。

●

　

発しん

　

・発熱とともに発しんのある場合。

　

・感染症による発しんが疑われ、 医師より登園を控えるよう指示された場合。

　

・口内炎がひどく食事や水分が摂れない場合。

　

・発しんが顔面等にあり、 患部を覆えない場合。（手足口病等）

　

・浸出液が多く他児への感染のおそれがある場合。（とびひ等）

　

・かゆみが強く手で患部を掻いてしまう場合。

　

※判断に迷った際は、事前にご相談ください。状態によりお預かりできない場合や病院の受診をお願い

　

することがございます。
、

　

・

その他

２４時間以内に頭をぶつけた場合。

．

　　　　　　

　　　

’・

　　　　

１’

目が腫れている、 目ヤニが出る場合

お子様の体調不良等で、病院を受診する際広 保意図に遇っているごとを応飾に伝え、登卿のβ安を必ず

麟ヲぐよづにＬてぐたやきい。

医師の指示ではない、 集団活動に制限がある場合は、 お預かりできないことがあります。

１１



慕届け出が必要な感染症について※

　

登園にあたり、 登園許可書 （意見書・登園届） が必要な感染症はＰ２７からＰ３２の通りです。

　

保育園で発生している感染症は、玄関にクラス名・人数を記入し掲示してありますので、お子様の症

状や病院へ受診する際にご確認ください。

※感染症対策について慕
感染症または食中毒が発生、 又はまん延しないように、 国の 「保育所における感染症対策ガイドライ

ン」 及び 「横浜市園医の手引き」 に則り、 感染症及び食中毒の予防のための衛生管理を適切に実施しま

す。０

　　

↓不Ｔ

　　　

↓不

日頃より、 子ども達に手洗いの大切さを伝え実践しています。

冷暖房機、 加湿器等を利用し室温や湿度の管理をしています。

次亜塩素酸等で、 保育室や玩具の消毒を行います。

コップ・寝具等は個別にしています。

手拭きタオルは使用せず、 ペーパータオルを使用しています。

感染症等が発生した時は、 園内に掲示し保護者様にお知らせ致します。

保健だより等を通じて、 感染予防や症状等をわかりやすくお伝えいたします。

給食室の衛生管理を徹底して行っております。

血液、 便、 嘘吐物のついた衣服は洗わずにそのままお返しいたします。

＊

＊

＊

★

　

血液や便、 嘘吐物のついた衣服の消毒方法について

　

ノロウイルス等ウイルス性胃腸炎には、 アルコール消毒は無効なため、 塩素系の消毒を行いま しょう。

水…５００ｍｌ

　　

次亜塩素酸ナ トリウム…ｌｏｍ

　

５００ｍ１のペッ トボ トルに水を入れ、 ペッ トボ トルのキャップ２杯分 （約１ｏｍ１）

集保健と健康管理について※
＊

　　

健康診断

　　　　　　

年２回

　　　

相原アレルギー科・小児科クリニック （全園児）

＊

　

歯科検診

　　　　　　

年２回

　　　

真金町歯科 （全園児）

＊

　

尿検査

　　　　　　　

年１回

　　　

㈱町田予防衛生研究所 （３歳児以上）

＊

　

視聴覚検査

　　　　　

年１回

　　　

小児療育相談セ ンター（３歳児のみ）

＊

　

身体測定

　　　　　　

月 １回

　　

（各クラスにて身長・体重の計測）

☆

　

体温測定

　　　　　　

毎朝昼

　　

（各家庭、 ｏ．１歳登園直後、 全園児午睡後Ｌこ計測）

子どもの健やかな成長発達にとって、 生活のリズムはとても大切です。 夜早く寝て十分に休息をと

ること、 すっきりと目覚めること、 朝食でエネルギーを補給すること、 この家庭での生活が日中の保

育園の活動を支えています。
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慕与薬について※
「保育園医の手引き」

　

横浜市こども青少年局

　

横浜市医師会保育園医部会

　　

より

第４章 保育所等における与薬

１ 与薬に対する基本方針

薬は、 患者またはその保護者が自己の責任において服用・投与するものであって、 むやみに保育所職員などの第三者が与薬すべきものではなく、 厚生労働省の通

知※等をふまえても保育所等で園児に対する与薬は原則として行うべさではありません。 しかしながら、 保育所等では慢性疾患等のある園児に与薬せざるを得な

い場合があるため、保育所等は次の基本方針に沿って対応します。なお、保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その園児の状態等に応じて保護者に連絡す

るとともに、 保育園医やかかりつけ医等と相談し 医師の指示に従ったうえで、与薬も含め適切な処置を行います。看護師等が配置されている場合には、その専門

性を生かした対応を図ります。

※医師法第 １７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈について （令和４年１２月１日厚生労働省医政局長通知）

＜基本方針〉

１ 保育所等は、 園児に対する与薬を原則として行うべきではありませんが、 次の（１）から（３）に掲げるやむをえない場合に限り、 必要かつ最小限の与薬を行いま

す。 急性の病気で在園中に薬を服用しなければならない状態は登園にふさわしくありません。 従って、 急性疾患に対する薬は抗菌薬を含めて園での与薬の対象に

はなりません。

（１）抗けいれん剤、 心疾患用薬剤等、 慢性疾患を抱える園児が保育時間中に投薬することが必要であると医師が判断する薬

（２）発熱時のけいれん予防の薬 （ダイアヅプ坐剤）、 食物アレルギーの児が誤食によってアレルギー症状を起こした時に服用する薬 （抗ヒスタミン剤） 等、 状態が

変化した時に１回だけ用いる頓用薬

（３）市販薬※については、 主治医が特別に例外的に認めるものに限ること。（例：虫刺されによりショックを起こす児への虫除け、 太陽光により日光過敏症など重

篤な症状となる児に対する日焼け止めなど） ※一般的な虫よけや日焼け止めは処方薬ではないため、「与薬に関する主治医意見書」 には該当しない。

２

　

保育所等における与薬は、 保護者が記入する 「与薬依頼書」 と医師が記入する「与薬に関する主治医意見書」 に基づき行うこと。

３

　

保護者の個人的な判断で持参した薬は、 保育所等では対応でしないこと。

４

　

保育所等が用意した虫除けや日焼けどめなどの一般薬を全園児に使用する場合には、その妥当性につき園医に相談すること。そのうえで園児への塗布が必要と

判断

　

した場合は、 園の方針として保護者に通知し、 保護者の同意を得ること。 なお、１司意が得られない保護者の園児には使用しないこと。

５

　

ツロプテロールテーブ（ホクナリンテーブ） などの貼付薬の使用時には、 保護者は登園時に保育士等に報告し、 保育士等は貼ってある場所を確認すること。 ま

た、 在園時間中に剥がれてしまった場合、 園で貼ることはしないこと。

☆

　

横浜市の保育園では原則として与薬の代行を行わないと 「保育園医の手引き」 に記載されておりま

　

す。 受診時には保育園に通っていることを伝え、投与は「朝・夕」の分２処方にして頂くように医師

　

に相談してください。

☆

　

薬を持参する際の持ち物

　　

・薬袋か薬の説明書のコピー※最新のものをご用意ください

　　

・「与薬依頼書 （保護者記入用）」

　　

Ｐ３３

　　

・「与薬に関する主治医意見書」（医師記入） ※１年間有効

　

Ｐ３４

　

必要事項を記入の上、当日１回分の薬を名前付きの袋（ジップロックなど）に入れ、職員に手渡しして

　　

ください。上記が準備されていない場合は、園で薬を与えることができませんのでご了承ください。

　

医療機関や処方された薬が変更になった場合は再度、 提出ください。

※ 「与薬依頼書 （保護者記入用）」「与薬に関する主治医意見書」 をコピーして使用してください。
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※保育中の病気ヤケガについて※

☆

　

登園後、 体調に異変があった場合 （発熱の場合３７． ５ｏＣ以上、 幅吐、 下痢、 発疹など） は、 保護者

　

にご連絡させて頂き、保育を継続するか、お迎えかを相談致します。お迎えにいらっしゃるまで、 医

　

務室などで様子を看ながらお持ち致します。

☆

　

擦り傷や虫刺されは、 消毒液を使わず流水で洗い流します。

☆

　

保育中のケガに対しては、必要に応じて医療機関の診断を受けます。状況によって、保護者への連絡

　

が前後する場合もございます。 保護者と連絡が取れない場合には子どもの安全を優先し当保育所が

　

責任を持って対処を行いますのであらかじめご了承願います。また、受診して検査診断の結果、その

　

後の通院が必要になった場合は、 ご家庭で通院していただきます。

☆

　

保育中の負傷や疾病の治療費については、 健康保険証または乳児医療証のいずれかを使用させて頂

　

きます。自己負担分が発生した場合、園で負担させていただきます。入園後、 保険証のコピーを園で

　

保管させて頂きます。（保険証が変わった場合は新しくコピーして持ってきてください。 医師に提示

　

する以外は使用いたしません。）

☆

　

障害児保育・医療ケアが必要なお子様の保育については、 直接園にご相談ください。

お気やケガの際に、 お子様をお連れする近隣の病院や医院１

下記の病院・医院でご都合の悪い方はお申し出ください。

小児科 相原、アレルギー科・小児科 南区高根町３－１７ ８２１ － ９７８８

歯科 真金町歯科 南区万世町２‐３８

ゴージーハウス横浜南ＩＦ

２４ １‐８２４７

脳神経外科 碧水脳神経外科 南区白妙町２－７ ２

　

５２ － ０００７

※虐待防止等の措置につ‘１て※
体制整備等 入所児童の虐待防止および人権擁護等を図るために、 必要な体制の整備を行うとと

もに、 職員に対する研修その他の措置を講じます。

緊急時の対応 児童に不適切な養育の兆候が認められる場合その他必要な場合は、 児童虐待の防止

等に関する法律その他の関係法令等に従い、 関係機関へ通告等を行うほか、 関係機

関と連携し必要な対応を行います。

・

　

保育園には、 虐待が疑われる場合、 通告する義務があります。

●

　

児童虐待の定義

　　　

【児童虐待は以下のように４種類に分類されます。】

身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待

殴る、 蹴る、 叩く、 投

げ落とす、 激しく揺さ

ぶる、 やけどを負わせ

る、 溺れさせる、 首を

絞める

　

等

子どもへの性的行為、

性行為を見せる、 性器

を触る、 触らせる

　

等

家に閉じ込める、 食事

を与えない、 ひどく不

潔にする、 重い病気に

なっても病院に連れて

いかない

　

等

言葉による脅し、 無

視、 きょうだい間での

差別的な扱い、 子ども

の目の前で家族に対し

て暴力をふるう

　

等
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慕給食につ”℃※

☆

　

本園は園内調理で完全給食を実施致します。

☆

　

《離乳食》 保育園では、 基本的には中期食 （７～８か月頃） から開始致します。 個々の成長に合

　　

わせた離乳食を提供していきます。 ご家庭と連携を取りながら無理のないように離乳食を進めて

　　

いきます。 保育園で初めて食べる食材がないように、 ご家庭で献立を確認してください。

　　

別紙の離乳食チェックリストにて、 ご家庭で食べたことがあるものは日付を記入し、 職員に口頭

　　

でお伝えください。

☆

　

《アレルギー食》

　　

当園は、 横浜市が策定する 「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」 に則り、 医師の診

　　

断の基に保護者様と面談をさせて頂き原因食品を除去した代替食を提供致します。 場合によって

　　

はお弁当の持参をお願いすることもあります。 アレルギー食の対応については、 主治医からの意

　　

見書が必要になります。 様式をお渡し致しますので、 受診後担任にご提出をお願い致します。 ま

　　

た進級時に毎年提出をお願い致します。

　　

途中変更があった場合は、 必ずその都度お申し出ください。

☆

　

給食の献立表を毎月配布致しますので、 食べた事のない食材があればご家庭で食べるようにして

　　

ください。（離乳食・アレルギー除去食用もあります。）

　　

ただし、 やむを得ず献立を変更する場合もありますのでご了承ください。

　　

その場合は、 当日玄関のメ ニューボー ドにてお知らせ致 します。

☆

　

クッキングや旬の野菜を使った食育活動も取り入れています。

齢に応じて食事をするマナーも指導致します。

朝おやつ

９：００

給食 おやつ

１５＝００

保育園での摂取害］Ｊ合

（１日の摂取カロリー）主食 副食

０歳，目し 段階による Ｏ Ｏ 段階による 段階による

１歳，日し Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

　

５０％

（男児９５０ｋｃａｌ

女児９０ｏｋｃａｌ）

２歳，日し
Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

３歳ｒ日し Ｏ Ｏ Ｏ

　

４０％

（男児１３００ｋｃａｌ

女児１２５０ｋｃａＥ）

４歳ｒ
日
し Ｏ Ｏ Ｏ

５歳児 Ｏ Ｏ Ｏ
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※非常災害時の対策慕
☆

　

非常時に備え、 職員は消防署などの指導の下、 訓練を実施致します。

☆

　

非常用食料、 飲料水など備蓄しており、 災害時に備えております。

☆

　

園舎の耐震強度基準は満たしております。

☆

　

保育室の窓ガラスは網入りで、内側に樹脂板を使用しており、飛散しないようになっており

　

ます。

☆

　

園児は月に１回、 避難及び消火、 救出その他必要な訓練を実施しています。

☆

　

災害時には、保護者がお迎えにいらっしゃるまで責任を持ってお預かり致します。保育園は

　

宿泊機能が整っておりませんので、 なるべく早くお迎えにいらして下さい。

防火管理者 大山

　

直人

消防計画届出年月日 令和２年１月２１日

避難訓練 様々な時間帯での地震・火災時における避難を毎月１回

防災設備 消火器・誘導灯・火災報知器

避難場所

やすらぎ保育園

　

園庭

　

万世町２ － ３８－１６

①真金町公園

　

真金町１－１

②南吉田小学校

　　

南区高根町２－ １ ４

③根岸森林公園

　　　　　　　　　　

．
ミメ

　　

、－－‐ミニ　

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　　　　　

　

　　

、 ”愈％※戊＼ 三宅医院も、．
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中区根岸台１－３

　　　　

　　

ノ／

　　　　　

－■－ＩＬ

ｒ
／●１：

，Ｑ１
　
　
　

　　

　

　

　　

　　　　

‐′
′ーーー

　　

、
‐－－／

′

｛芸』濯ぎ豪ご黒髪，

　

－－するホ［

　

粋バ了サイ野フお÷つめス

　　　　　　　　　　

鉦顕

　

１

　　

、” ． ●ｙ

　　　　　　　　　　

富野

　　

織軽大山檀、徽巳

　

．ＩＦ ′

　　　　　　　　

・コ÷升ポホワイト

　　　　

ーー

　　　

′…〒ｗ『即隅

　　

・サスト

　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　

１！

　　　　

～ゞ｛

　

を′

　
　

スリーエフ
　 ［広域避難場所

　　

〕
万世町は、根岸住宅地区になります。

※実際に避難をする際には、 園前に張り紙または園一ｒｅｎｒａｋｕ掲示板に掲載致します。
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災害対策マニュアル（保護者用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

や す らぎ 保 育 園

１、東海地震関連情報・大規模地震が発令された場合

（予知情報・注意情報・警戒宣言が発令された時）

１ ①在宅時

　

＝
ヰ 登園見合わせ。

　

②登園途中

　　　　　　

つ

　

慌てずに、安全確保をし自宅に戻る。

ー

　

③

　　　

１ 出来るだけ早めのお迎えを。

　

③保育時間内

＊東海地震関連地震情報が発令された目合

　　

・交通機関に影響がでる

　　

・電話は繋がりにくい状態になる

　　

・職場を離れることのできない方

　　

・お迎えに時間のかかってしまう方

普段からの心構えとして災害時に備え、お子様を安全に
保護できる状態をご家庭でも決めておく。

２、突発的な震度５弱以上の地震が発生した場合

ー①在宅時１ 弓 厳選麗慾榛，１

ー ②登園途中１ コ １安全な場所に避難をする１．頭部を保護し、身を低くする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．車道にでない。

Ｕ

　　　　

・建物、ブＤソク塀、窓ガラスから離れる。

－近くの避難場所へ移動 １ ．揺れがおさあ 琳，蹴 て公園や
学校等の避難場所、あるいは自宅に避難する。

・自宅や避難場所等に避難することが
困難な時は人が来るのを待つ。

１③保育時間内１ コ １

　

安全確保

　

１．園彊畢講 騒 畿 嚇 鰯 榔
・火災などの二次災害防止。
・負傷者の確認。

を

　　　　　　　　

亘

　　　　　

１

　

コ

　

園舎が破損した場合

　

言

　　

園舎破損なしの場合

．安全が確認されたときは、保護者が

　　　　

・園長または主任の指示により他の安全な場所に避難。
お迎えに来るまでの間、園で待機。

　　　

・避難の際にはやすらぎ保育園ホ【ムページと保育園の

　　　　　　　　　　　　　　　　　

玄関に避難先を掲示し避難。
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１④園外での１ コ

　　

活動中

近くの避難場所へ避難

１

　　

園に連絡

　　

ｌ

１

　

避難後の対応決定

　

ｌ

散歩中 ・頭を低くし体を守る。
・建物、ブロック塀、窓ガラス等から離れる。
・車道にはでない。

施設等 ・施設管理者等の指示に従う。
（下見の際に施設の把握）
避難経路、避難場所の確認。

・子どもの安全を優先にし、避難する。
・応急処置

・園児人数、ケガの状態を確認。
・周囲の状態を把握した上で連絡をする。
・指示を受け対応する。

・園長が対応決定する。
・保育園から保護者に連絡をする。

＊ 園外で地震があった場合
・地震の規模、被害状況等の情報収集。
・保育園または関係諸機関への連絡、連携、指示を受け対応。
・園児の不安に対する対処。
・状況説明、今後の対応。

３、災害が発生した場合

１①図舎より１

　　

出火

②近隣より

　

出火

・園児の安全を第一に考え避難する。
・火災の規模や鎮火後の状態により、保育継続か保育中止の
判断を園長が判断する。

・近隣からの出火の場合、出火方向により安全な避難場所へ
移動・待機し、園が被災せず安全が確認された場合のみ
図に戻る。

＊保育不可能時の場合においては、園よりお知らせ致します

　

のでお迎えをお願いします。

４、台風の場合

在宅時

１保育時間内１ コ

・警報や上陸する場合は危険の為、登図を見合わせ。
・注意報の場合は保護者の判断。

・子どもたちの安全を考慮、なるべく早めのお迎えを。
・区役所より連絡があり、保育継続が出来ない場合もございます。
その際は、園より連絡が致しますので早めにお迎えをお願いします。
十分に気を付けてお越しください。

＊光化学スモッグ
注意報発令された時

＊その他

　

（警報・注意報時）

・ 屋外（お散歩・園庭など）での遊びを中止し、室内遊びとします。

・ 登園前の場合は、保護者の判断で登園かお休みの判断をお願いします。
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１９

安全対策
避難訓練 毎月「回、地震や火事、不審者を想定１ョ（＊ 三

　

線云筆ｈ揃

園内安全点検 チーソクリストを作成。防犯、危険箇所などを点検し、安全管理を行う。

交通安全対策 日々の保育の中（お散歩や園外）を通して、経験をしながら、交通ルール一等を教える。

災害時の役割分担表
班 役

　

割 や

　

る

　

こ と

防火管理者 全体の責任者

通報
連絡班

①通報 消防署に通報

②連絡
保育所内の火災発生報告、避難指示
関係官庁（市役所、 警察）
保護者に避難場所とお迎えの連絡

避難
誘導班

①誘導 各クラス担任が誘導

②非常口 非常口を開放し避難者を誘導。

③避難器具 設置してある避難用具を出し誘導

④救助
建物内に子どもが残っていないか、特にトイレ、
押し入れの中に注意する。

搬出班
①搬出 重要書類、重要物品非常搬出

②警戒 搬出物件の水損、盗難および延焼防止

消火班
①消火器

②屋内消火栓
各々の設備を操作し、初期消火にあたる。

防疫措置
救護班 ①救護 救急薬品を持ち出し、急患を救護

防護措置班
①エ作 防火扉の閉鎖

その他消防活動の障害物の除去

②排煙 排煙などの措置にあたる。



園－Ｒｅｎｒａｋｕ掲 示 板 の ご利 用 方 法

ｈはｐｓ：／／ｉｓ，ｇｄ／４ｑ１６７ａ

閲覧パスワード：５７９０
パスワード読み：ゴ・ナナ・キュウ・ゼロ

や保育園情報を掲示いたします。
保育園のホームページからでも、入れます。

災害用伝言ダイヤル（１７１）伝言の再生方法

災害時、電話が繋がらない状態になった場合は、どこに避難しているのか災害用伝言ダイヤルに録音
します。
「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って伝言の再生を行ってください。

①ダイヤル『１７１』 → ガイダンス

　　

「こちらは災害用伝言デイヤルセンターです。

　

・録音される方は『１』

　

・再生される方は『２』

　　

・暗証番号を利用する録音は 『３』

　　

・暗証番号を利用する再生は 『４』

　

をダイヤルして下さい。」

②『２』 → ガイダンス
被災地の方はご自宅の電話番号、 または連絡を取りたい被災地の方の電話番号を、 市外局番からダイ
ヤルして下さい。

被災地以外の方は連絡を取りたい被災地の方の電話番号を、 市外局番からダイヤルして下さい。

③『○○０

　

０００

　

○○○○（電話番号）』 → ガイダンス

電話番号

　

０００－○００‐００００

　

の伝言をお伝えします。
プッシュ式の基‐－：二をこ利用の方は数字の『１』のあと『＃』を押して下さい。

　

ダイヤル式の方はそのままお待ち下さい。

　

なお、電話番号が誤りの場合、もう一度おかけ直し下さい。

２０



楽しい園生活を送る燈のい園生活を送る燈のに … 纂
日出物は期日を守ってください。

児の装飾品 （ピアス・ネックレス・ブレスレッ ト・カチュ一シャ・ヘア ピン・大きな飾りのっ

・たヘアゴム，カバンのキーホルダーなど） は、 全て禁止です。 ケガやトラブル、 紛失につなが

ります。
デ質問、 ご意見、 ご要望は、 職員に気軽にお申し出ください。

た、 受付前に 「ご意見ポスト」 を設置しておりますので、 ご利用ください。

口集苦情相談窓口
苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています

大山

　

直人

　

（やすらぎ保育園 園長）

者 ：

　

高橋

　

紀子

　

（やすらぎ保育園 主任）

品田

　

秀行

　

（税理士） ０４５‐６６２‐６７９３

日野

　

文男

　

（明治薬科大学

　

元教授） ０８０‐５５４９‐６７５０

江口

　

直光

　

（明治薬科大学

　

元教授） ０４２４‐９５‐８４１７

服装についてついて慕
侵装はフー ドがついているものや動きづらいものは着てこないでください。

早手のもの１枚より、 脱ぎ着をして体温調節ができる動きやすい服装をおすすめ致します。

また、子どもたちは外でも室内でも色々な遊びをしますので、汚れても構わない服でお願い致し

ます。

外靴は、 動きやすい運動靴を履かせて、 サンダルやブーツでの登園はご遠慮ください。

、ず全てのものに、 わかりやすく記名をお願い致します。（できるだけフルネームでお願い致し

ます。）

園庭開放については直接園にお問い合わせ下さい。

　　　　　　

　　　　　

／；
」
、／′－－′

－

　

髭三．‘／
ー

２１



※ホームページとインスタグラムの紹介※

圏．ひ

　　　

ホ ー ム ペ ー ジ

　　　　

．ひ

ＵＲＬ

　　

ｈｔｔｐ：／／ＷＷＷ．ｙａｓｕｒａｇｉｈｏｉｋ〕ｅｎ，Ｃｏｍ

ホームページには、園の紹介だけでなく、土曜日保育、延長保育申込みや緊急連絡掲示板へのリンクや保

育園情報などがございます。 随時更新しているので、 ご確認ください。

　　　

ーｎＳｔａｇｒａｍ

　　　　　

ご０１

１ｎｓｔａｇｒａｍ には、 日々 の様子、 行事での様子が写真付きでアップされます。

　　　　

◎
．ｒ．

　

◎

一般公開となっています。 その為、 写真掲載の承諾書が必要となります。

鋸－」紙個人情報の取り扱いについての同意書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＹＡＳＵＲＡＣＩ－ＨＯ１ＨＵＥＮ

業写真販売の紹介※
保育園の日々の様子や行事の様子などをカメラで撮影した写真が購入できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（委 託 会 社 ： ル ク ミ －）

別紙 「ノレクミーのご案内」 をご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（写真の取り扱いについての同意書が必要です。）

※緊急連絡メールの紹介慕
保育園から緊急のおしらせ等のメールを配信します。 ご登録をお願いします。

別紙 「やすらぎ保育園

　

園－Ｒｅｎｒａｋｕシステムのご案内」 をご確認ください。

メールが届きましたら、 必ず既読を付けるようにしてください。

２２



※ 間 児 言・？ 船 舶 ＜ 用 品 慕ｏ－４月から必要。△‐お子様により異なります。

準備頂く用品 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

通園バック △
どちら

△
どちら ／／Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ通園リュック

着替え Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ビーール袋 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ジッパー式ファイル （Ａ５サイズ） ※１ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

上履き ／／ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

上履き袋 ／／ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

プラスチックコップ（巾着袋入） ／／ △ Ｏ Ｏ

歯ブラシ （キャップなし） ／／ △ Ｏ Ｏ

食事用エプロン（ビニール製） Ｏ Ｏ △

スタイ Ｏ △

おむつ・お尻拭き Ｏ Ｏ △（布バン、ン）／ ／ミルク用ガーゼ２～３枚 Ｏ ／ ／バスタオルまたはブランケッ ト Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ソーツ持ち帰り袋

（大きめのエゴバック）
Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　

ｇ

　

※１

　

見本

　

色の指定はございません。

　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　

　
Ａ５

　　　

ミ

　

名前を分かりやすい場所に記入してください。

　

１なまえ

　

１ 呈

　　　　

－橋、＊；－シニラ一身ふみ．
２３－５Ｍ‐３（ｉｎｃｈ）

　　　　　

斧具冬１呆墓園でデ モしき士
．
－

集園児の毎日の持ち物集
毎日の持ち物 ０歳児 １歳児 ２歳尼 ３歳児 ４歳児 ５歳児

通園バック △

どちらか

△

どちら ／／／／通園リュック Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

プラスチックコップ （巾着袋入） ／／ Ｏ Ｏ Ｏ

歯ブラシ （キャップなし） ／／ Ｏ Ｏ Ｏ

着替え Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

水筒 （０，１歳児肩ひもなし） Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

※水筒の中身はお水にしてください

２３



慕園にストック（備え置き）する物纂
ス トック ０歳児 １歳児 ２歳尼 ３歳尼 ４歳児 ５歳児

ミルク用カーゼ

　

２～３枚 Ｏ ／／／／／スタイ △ △ ／／／／おむつ・おしりふき Ｏ Ｏ Ｏ ／／／着替え

　

※１ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ビニール袋

　

２～３枚 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ジッパー式ファイル （Ａ５サイズ） ※２ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

※１

　

着替えは、 Ｔシャツ、 ズボン、 肌着、 パンツ、 靴下を一式入れておいてください。

※２

　

ジッパー式ファイル （Ａ５サイズ） は、 配布物がある場合、 使用し

　

保育園で保管します。

※週末持ち爆‘１・週初の持参する物※
持ち帰り・持参する物 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

上履き （上履き袋） ／／ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

バスタオルまたはブランケッ ト Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ソーツ

　

注１） Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

クラスカラー帽子

　

注１） Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

ソーツ持ち帰り袋 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

注１）

　

ソーツや帽子は、 貸し出しとなります。 紛失、 破損した場合は、 弁償となります。

ソーツ代：９０００円程度

　　　

帽子代：１１００円程度

☆

　

着替えを園にストックしておきます。

　　

０・１歳児は３セッ ト以上、 ２歳児は２セッ トを個人用ロッカーにて、

　　

３・４・５歳児は１セット以上を巾着袋に入れてご用意お願い致します。

☆

　

必ず全てのものに、 わかりやすく記名をお願い致します。

　　　

（記名の無いものには、 書かせて頂くこともあります。）

☆

　

通園リュックや着替えは、 子ども自身が使用しやすいものをお選びください。

※オムツを忘れたり使い切ってしまったりした場合は、 園のオムツを１枚４０円で購入して頂きます。

「 「
，
，

　　

．．．
．

◆

　 　

　　

　
　　　

２４



７日の保育のながれ

　

｛平日）

０歳児

　　

１

　

２歳児 ３

　

４

　

５歳児

７：００ 騒固 順次登園 順次登園

　

順次登園

＝帳時間 合同ィ呆育自由遊び

８３０原則

　　

各 ク ラ ス へ 移 動
９：００ お や つ

　　　

お、や つ

９：メ０

　　　　　

朝 の 。÷

　　　

朝 の 会 朝 の 会

７０：００ クラス活動

　

クラス活動

遊
び
な
ど
を
行
い
ま
す

　　　　　

遊 授 子
７１：００、

　　　

び 乳 ど

　　　

給 食

　　　　　　　

なぶ ・ も

”：３０

　　　　　

ど 排 に

　　　　　　　　　　　

給 食

　　　　　

を 池 台

　　　　　

行 ・ わ

　　　

午 睡

７３：○○

　　　　　

い 睡 せ

　　　　　　　　　　　

午 睡

　　　　　　

ま 眠 て

　　　　　　　　　

（子ともの成長
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

に合わせて）

ー～：○。
検 温

　　　　　

検 温

　　　　　

検 温

　　　　　

お や つ お や つ

　　　　

お や つ

帰りの会 帰りの会

　　　

帰りの会
１６：３０

　　　　

順次降園 順次降園

　　

順次降園

長時間 合同保育自由遊び
１８：３０

おやつ

　　　

お、やつ おやつ

’９３０延侵 既罰

　　　　

園

（土曜日は人数に応じて、 縦割り保育を致します。 閉園時間は１９時です。）

上記は予定です。 天候・季節・子どもの様子によって、 時間や活動は変更します。

２５



集病後児保育・高児保育のご案内※
本園は病後児，病児保育を行っておりません。（体認こょる給食内容亥更新テっておりません）

下記の施設を利用するためには、 事前登録が必要です。 詳しくは実施保育所に直接お問い合わせください。

病児保育

生後６か月から′」・学校

３ 年生までの病気中ま

たは病気回復期の児童

を保育します

病児保育室

　

こもれび（鶴見区）

病児保育室

　

ママンブール （鶴見区）

おおぐち病児保育室（神奈川区）

病児保育室

　

ベアルーム （港南区）

病児保育室

　

アニモ （保土ヶ谷区）

病児保育室エンジェルキッズ （保土ヶ谷区）

横浜病児保育室

　

ＦＩＮＥ（磯子区）

くりっこ病児保育室（港北区）

大倉山病児保育室アクアマリン （港北区）

みどり病児保育室（緑区）

横浜市あざみ野病児保育室（青葉区）

おひさま病児保育室（都筑区）

病児保育室

　

わかば （都筑区）

病児保育室

　

Ａｍ了 （戸塚区）

戸塚共立ひかキ」病児保育室 （戸塚区）

病児保育室

　

あさひ

　

（旭区）

病児保育室

　

サンクリキッズ （旭区）

横浜こども病児保育室レインボー （西区）

横浜市病児保育室ベイキッズ （中区）

しんぜん病児保育室 （泉区）

０７０‐５５５１‐８１２１

０４５‐５８２‐５８５５

０４５‐４０２‐３０５４

０４５‐８４２－０４２０

０４５‐３３６‐２２６４

０４５‐４６５‐６１９６

０４５‐３５５－０５２６

０４５‐５４２‐６９４１

０４５‐７１８‐６７３０

０４５ｒ９３３‐６１７７

０４５”９０９‐０５１０

０４５”５９５－１２３３

０４５”５９３‐４１５０

０４５”３９２‐３０２４

０４５”８７１－１２６２

０８０‐１０２３‐１６０９

０４５ｒ７４４‐７６５６

０４５ｒ５４８‐８５７５

０７０‐４４３１－１１８８

０４５”４３５‐５５８０

病後児保育

生後６か月から小学校

３年生までの病気回復

期の児童を保育します

あおぞら第２保育園（神奈川区）

睦町保育園（南区）

洋光台中央福洋保育センター （磯子区）

きらら保育園（金沢区）

０４５‐４１３‐１１１４

０４５“７１０‐６２３０

０４５‐８３１‐７１７３

０４５‐７９０“３４４０

休日・年末年始保育
日曜や祝日の保育を行

います

矢向保育園（鶴見区）

かながわ保育園（神奈川区）

上大岡ラビット保育園 （南区）

上大岡ゆう保育園（港南区）

やまゆり中山保育園（緑区）

うみのくに保育園きくな （港北区）

ピッピ保育園 （青葉区）

アスクセンター南保育園 （都筑区）

０４５‐５８３‐２５２５

０８０‐３４８９‐２０３１

０４５－３４１‐３５０４

０４５‐８８２‐２０１４

０４５‐９３４‐３８９７

０４５－８７７－４２８４

０４５‐９１０－０６６２

０４５‐９４８‐１０１６

２４時間型

緊急‐‐時保育

緊急にお子様を預ける

場合に利用できます

あおぞら保育園 （神奈川区）

港南はるかぜ保育園（港南区）

０４５‐４８８‐５５２０

０４５，８４９‐１８７７

２６



意

　

見

　

書 （医師記入）

（園名）

　　　　　　　　　

殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　

入 所 児 童 氏 名

　　　　　　　　　　　　

年

　　　　

月

　　　　　

日

　

生

　　　　

（病名）

　

（該当疾患に図をお願いします）

　　　　　　　

水痘 （水 ぼうそう）

　　　　　　　　

流行性耳下腺炎 （おたふく かぜ）

　　　　　　　　

咽頭結膜熱 （プ」ル熱） ※

　　　　　　　　

流行性角結膜炎

　　　　　　

百日 咳

　　　　　　　　

腸管出血性大腸菌感染症 （０１５７、 ０２６、 ０１１１等）

　　　　　　　　

急性出血性結膜炎

　　　　　　　　

侵襲性髄膜炎菌感染症 （髄膜炎菌性髄膜炎）

　　　　　　　

麻 しん （は しか） ※

　　　　　　　

風 し ん

　　　　　　　　

結 核

　　　　　

症状も回復し、 集団生活に支障がない状態になりました。 年

　　　　　　　　　　

月

　　　

日 か ら登 園 可 能 と 判 断 しま す。

　　　　　　　　　　　　　　

年

　　　

月

　　　　

日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

庚 痔 機 関 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医 師 名

１

　

※かかりつけ医の皆さまへ

　

保育所等は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。 感染症の集団発症や流行をできるだけ

　

１

１

　

防ぐことで、

　

人

　

人の子どもが ‐日快適に生活できるよう、 上記の感染症について意見書の記入

　

１

１

　

をお願いします。

１

　

※保護者の皆さまへ

　

上記の感染症について、 子どもの病状が回復し、 かかりつけ医により集団生活に支障がないと判ｌ

ｉ

　

断され、 登園を再開する際には、 この「意見書」 を保育所等に提出して下さい。

年

　　　　

月

　　　　　

日

　

生

水痘 （水ぼうそう）

流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）

咽頭結膜熱 （プ」ル熱） ※

流行性角結膜炎

百日咳

腸管出血性大腸菌感染症 （０１５７、 ０２６、 ０１１１等）

急性出血性結膜炎
侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎）
麻しん （はしか） ※

風しん

結核

※かかりつけ医の皆さまへ

保育所等は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ

防ぐことで、

　

人

　

人の子どもが ‐日快適に生活できるよう、 上記の感染症について意見書の記入

をお願いします。

※保護者の皆さまへ

上記の感染症について、 子どもの病状が回復し、 かかりつけ医により集団生活に支障がないと判

断され、 登園を再開する際には、 この「意見書」 を保育所等に提出して下さい。
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医師が意見書を記入する感染症の概要

感染症名 感染しやすい期間 （※） 登園のめやす

水痘 （水ぼうそう）
発しん出現１～２日前から痴皮

（かさぶた） 形成まで

　　　　　　　　　

か

　

ひ

すべての発しんが痴皮 （かさぶ

た） 化していること

　　　　

じ

　

か

　

せ

　

ん

流行性耳下腺炎

　

（おたふくかぜ）

　　　　　　　　　　　

じ

　

か

　

せ

　

んしゅちよう

発症３日前から耳下腺腫脹

後４日

じかせん

　　

がっカ・せん

　

ぜっかせん

　　

しゅちよう

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現

してから５日経過し、 かつ 全 身状

態が良好 になっ ていること

し、んとう

咽頭結膜熱 （プール熱）
発熱、 充血等の症状が出現

した数日間

発熱、充血等の主な症状が消失

した後２日経過していること

流行性角結膜炎
充血、 目やに等の症状が出

現した数日間

結膜炎の症状が消失しているこ

と

　　

せき

百日咳
折苗薬を服用しない場合、
せき

咳出現後３週間を経過するまで

　　　　

せき

特有の咳が消失 して いること又

は適正な抗菌性物質製剤による

５ 日 間 の 治 療 が 終了 して いるこ

と

腸管出血性大腸菌感染症
（０１５７、 ０２６、 ０１１１等）

医師により感染のおそれがない

と認められていること。

（無症状病原体保有者の場合、

　　　　　　　　　　

せつ

トイ レでの排池習慣が確立して

い る５歳以上の小児については

出席停止の必要はなく、 また、 ５歳

未満の子どもについては、 ２回以上

連続で便から菌が検出されなけれ

ば登園可能である。）

急性出血性結膜炎
医師により感染の恐れがない

と認められていること

　　　　

ずい

侵襲性髄膜炎菌感染症

　

ずい

　　　　　　　　　

ずい

（髄膜炎菌Ｊ性髄膜炎）

医師により感染の恐れがないと

認められていること

麻しん

　

Ｑましか）
発症１日前から発しん出現後の

４日後まで
解熱後３ 日を経過 していること

風しん
発しん出現の７日前から７

日後くらい
発しんが消失していること

結核
医師により感染の恐れがない

と認められていること

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については （－） としている。
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登

　

園

　

届 （保護者記入）

（園名）

　　　　　　　　　

殿

入所児童名

　　

年

　　　　

月

　　　　　

日

　

生

（病名）

　

（該当疾患に図をお願いします）

溶連菌感染症

マイコプラズマ肺炎

手足口病

伝染性紅斑 （りんご病）

ウイルス性胃腸炎
（ノロウイ ルス、 ロタ ウイ ルス、 アデノウイ ルス等）

ヘノレパンギーナ

ＲＳウイルス感染症

帯状庖しん

突発性発しん

（医療 機 関名）

　　　　　　　　　　　　　　　

（ 年

　

月

　

日 受 診） に お い

て、 上記診断を受けました。

裏面に記載してある、登園のめやすの状態に回復し、集団生活に支障がない状態と半１ｉ

断しま したので、

　　　

年

　　　　

月

　　　　

日より登園いた します。

保護者名

※保護者の皆さまへ

　

保育所等は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行

をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症に

ついては、 登園のめやすを参考に、 登園届の記人及び提出をお願いします。
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登園届 【インフルエンザ専用】（保護者記入）

（園名）

　　　　　　　　　　

殿

入所児童名

　

下記発症日 （０日） から５日を経過し、 かつ解熱した （３庁Ｃ台） 後３日間を経過し、 集団生

活に支障がない状態になったため、

　

年

　

月

　

日より登園いたします。

年

　　　

月

　　　

日

保護者名

発症日※ ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

月／日 ′
′

′
′

′
′ ／ ／ ／ ／ ／

最高体温 ｏＣ ｏＣ ｏＣ ｏＣ ｏＣ ｏＣ ｏＣ ｏＣ

※

　

医師が下記で記載した発症日を 「０日目」 とします。

※保護者の皆さまへ

感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、 一人一人の子どもが一日快適に生活できるよ

う、 上記の感染症については、 擢患後の経過を記録し、 登園届の記入及び提出をお願いします。

…………………………‐‐………

　

以下、 医師記入欄

　

－………………………‐‐……‐‐…………

当院で受診し、 インフルエンザに感染しているものと診断しました。

発症日 （発熱を認めた日）：

　　　　

年

　　　

月

　　　

日

年

　　　

月

　　　

日 （→受診日＝診断日）

医療機関名

医師名

※医療機関の皆さまへ

保育所等における感染症の集団での発症や流行を防ぐために、 上記内容への記載をお願いします。
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登園届 【新型コロナウイルス感染症専用】 （保護者記入）
（園名）

　　　　　　　　　

殿

入所児童名

　

年

　

月

　

日に＜

　

医療機関での診断・自宅等での検査キットによる検査 ＞によ

り、 新型コロナウイルス感染症の陽性が確認されました。
「発症した後５日を経過し」 かつ 「症状が軽快※した後１日を経過しているこ

と」 をみたし、 集団生活に支障がない状態になったため、 年

　

月

　

日より登園い

たします。
※症状軽快とは、 解熱剤を使用せずに解熱し、 かつ、 呼吸器症状 （咳や息苦しさ等） が

改善傾向にある状態を指します。
年

　　

月

　　　

日

保護者名

発症日※・ ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

月／日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

体温 ０Ｃ ｏＣ ｏＣ ｏＣ ０Ｃ ｏＣ ｏＣ ｏＣ

症状の

有無※２
なし・あり なし・あり なし・あり なし・あり なし・あり なし・あり なし・あり なし・あり

※１ 症状が出てきた日 （無症状の場合は陽性確認日） を 「０日目」 とします。

※２ 発熱、 激しい咳やのどの痛み、 強い倦怠感などの症状の有無

※保護者の皆さまへ

感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、 一人一人の子どもが一日快適に生活できる

よう、 上記の感染症については、 雁患後の経過を記録し、 登園届の記人及び提出をお願いします。

以下、 医師記入欄

当院で受診し、 新型コロナウイルスに感染しているものと診断しました。
発

　　

症

　　

日 ：

　　　

年

　　　

月

　　　　

日

年

　　　　

月

　　　　　

日 （→ 診 断 日）

医療機関名

医師名

※医療機関の皆さまへ
保育所等における感染症の集団での発症や流行を防ぐために、 上記内容への記載をお願いします。
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保護者が登園届を記入する感染症の概要

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす

インフルエンザ

症状が有る期間 （発症前２４時

間から発病後３日程度までが

最も感染力が強い）

発症した後５日経過し、かつ解熱 した

後２日経過していること（乳幼児に

あっては、 ３日経過していること）

新型コロナウイルス感染症発症後５日間

発症した後５日を経過し、かつ症状が

軽快した後１日を経過すること
※無症状の感染者の場合は、検体
採取日を０日目として、 ５日を経過する

こと

溶連菌感染症
適切な抗菌薬治療を開始する
前と開始後１日間

抗菌薬内服後２４～４８時間が経過し

ていること

マイコプラズマ肺炎
適切な抗菌薬治療を開始する
前と開始後数日間

　　　　　　　　　

せき

発熱や激しい咳が治まってい
ること

手足口病

　　　　　　　　　　

すい‘まう かいよう

手足や口腔内に水癌・潰癌

が発症した数日間

　　　　　　　　　　

すいほう

　　

かいよう

発熱や口腔内の水癌・潰癌の影
響がなく、 普段の食事がとれること

伝染性紅斑
（りんご病）

発しん出現前の１週間 全身状態が良いこと

ウイルス性胃腸炎

（ノロウイ ルス、 ロタ ウイ

ルス、 アデノウイルス等）

症状のある間と、 症状消失後

１週間 （量は減少していくが

数週間ウイルスを排出してい

るので注意が必要）

おうと

幅吐、 下痢等の症状が治まり、 普段の
食事がとれること

へルパンギ←ナ

急性期の数日間 （便の中に １

か月程度ウイルスを排出して

いるので注意が必要）

　　　　　　　　　　

すいほう

　　

かいよう

発熱や口腔内の水庖・潰癌の影響がな
く、 普段の食事がとれること

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状のある間
呼吸器症状が消失し、全身状態
が良いこと

帯状題しん 水捲を形成している間

　　　　　　　　　

か

　

ひ

すべての発しんが痴皮 （かさぶた） 化
していること

突発性発しん
解熱し機嫌が良く全身状態が良い

こと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については （－） としている。
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与薬依頼書（保護者記載用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年

　　

月

　　　

日

　　　　　　　　　　　

保 育 園 長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保 護 者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

園 児名

　　　　　　　　　　　　

（

　

歳

　

か月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緊 急 連 絡 先 （電 話）

保育所での対応に活用するため、本表に記載された内容を保育所内で共有することに同意します。
１

　

主治医＝

　　　　　　　　　　　　　　　　

（

　　　　　　　　　　　

病 院 ・ 医 院）

　

連絡先 （電話）＝

　

住所：

２

　

病名 ：

　

主な症状：

　

保育所生活における注意事項：

３

　

持参した薬

　　

１） 薬品名 ：

　　

２） 剤型：

　　　　

飲み薬：

　

散 （粉薬）

　

・ シロップ

　

・

　

錠

　　　　

外用 薬 ：

　

塗 り 薬

　

・

　

座 薬

　

・

　

そ の他 （

　　　　　　　　　　　

）

　　

３） 使用方法 （いっ、 何時に、 どんなときに、 など、 具体的に書いてください）

４

　

保管

　　

室 温

　

・

　

冷 蔵 庫

　

・

　

そ の 他 （

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

５

　

その他の注意事項

使

　

用

　

日 ／ ／ ／ ／ ／ ／

受領サイン

保管サイン（入）

保管サイン（出）

与薬サイン

投与時間

使

　

用

　

日 ／ ／ ／ ／ ／ ／

受領サイン

保管サイン（入）

保管サイン（出）

与薬サイン

投与時間

注：使用日以下は保育所で記入
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主治医殿

　

日頃、 園児の健康管理にご協力賜りありがとうございます。

　

さて、 横浜市内の保育所では、 原則として与薬の代行を行っていませんが、 次の２つに関しては、 与

薬に関する主治医意見書 （医師による必要性の判断） に基づき、 与薬することとしています。

（１） 抗けいれん剤、 心疾患用薬剤等、 慢性疾患を抱える園児が保育時間中に投薬することが必要であ

ると医師が判断する薬

（２） 発熱時のけいれん予防の薬 （ダイアツプ坐剤）、 食物アレルギーの児が誤食によってアレルギー症

状を起こした時に服用する薬 （抗ヒスタミン剤） 等、 状態が変化した時に１回だけ用いる頓用薬

　

つきましては、 先生のご意見をいただきたく以下の意見書に必要事項をご記入願います。

　

なお、 抗生物質を含めて急性疾患に対する与薬は認めておりませんので、 ご承知おきくださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横 浜 市 こ ど も 青 少 年 局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横 浜 市 医 師会 保 育 園 医 部 会

…………………………………………‐‐……‐‐－

　

切り取り線

　

…………………………－－一‐‐…………－－

与薬に関する主治医意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　　

年

　　　

月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月

　　　　

日

園児名

　　

年

　　　

月

　　　　

日

　

生

　　　　　　　　　　　　　　　　　

医 療 機 関名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医 師名

１

　

病

　

名 ：

２

　

与薬を必要とする理由 （該当する内容にチェックしてください）

□

　

抗けいれん剤、」心疾患用薬剤等、慢性疾患を抱える園児が保育時間中に投薬す

　

ることが必要なため

□

　

発熱時のけいれん予防のため （ダイアツプ坐剤）

□

　

アレルギー症状を起こした時に服用する必要があるため （抗ヒスタミン剤）

□

　

そ の 他 （

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

３

　

処方内容 （使用薬・１回使用量等※）

４

　

その他特記事項

※複数の与薬が必要な場合は、 ①、 ②と番号を振ったうえで複数の記載が可能
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